　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
仕様書別紙１


１　期日前投票事務従事業務
（１）期日前投票事務従事業務Ａ
①　勤務期間
令和８年１月２３日（金）から２月７日（土）までの１６日間
②　勤務時間及び派遣人数
（ア）８時１５分から１４時００分まで　４人　※５時間４５分
（イ）８時１５分から１４時１５分まで　２人　※６時間
（ウ）１４時００分から２０時１５分まで　４人　
※６時間１５分（休憩４５分）
（エ）１４時１５分から２０時１５分まで　２人　※６時間
（オ）８時１５分から２０時１５分まで　１人　※１２時間（休憩１時間）
ａ　選挙権を有する者で、勤務時間内における交代は不可とする。
なお、この１人については投票管理者職務代理者に選任する。
　　（カ）９時３０分から１５時３０分まで　１人　※６時間
　　③　勤務場所
　市役所本庁舎西棟１階エントランスホール（下関市南部町１番１号）
④　業務内容　
期日前投票所内の受付、投票用紙交付等の一連の業務（簡単なパソコン
　　操作あり）その他これに付帯する一切の業務
⑤　その他
乙は、甲から人員の追加派遣要請を受けた場合には、対応に努めるものと
する。
（２）期日前投票事務従事業務Ｂ
①　派遣人数
３人
②　勤務期間
　令和８年２月２日（月）から２月７日（土）までのうち２日間
（勤務期間は別に調整し連絡する）
③　勤務時間
（ア）９時３０分から１３時００分まで　※３時間３０分
（イ）９時００分から１３時００分まで　※４時間
④　勤務場所
　安岡コミュニティセンター（下関市富任町五丁目１０番１号）
⑤　業務内容
　期日前投票所内の受付、投票用紙交付等の一連の業務（簡単なパソコン
操作あり）その他これに付帯する一切の業務
（３）期日前投票事務従事業務Ｃ
①　派遣人数
　２人
②　勤務期間
　令和８年２月２日（月）から２月７日（土）までのうち２日間
（勤務期間は別に調整し連絡する）
③　勤務時間
（ア）９時３０分から１１時００分まで　※１時間３０分
（イ）１３時００分から１５時００分まで　※２時間
④　勤務場所
　下関市役所勝山支所（下関市秋根南町二丁目４番３３号）
⑤　業務内容
　期日前投票所内の受付、投票用紙交付等の一連の業務（簡単なパソコン
操作あり）その他これに付帯する一切の業務
（４）期日前投票事務従事業務Ｄ
①　派遣人数　
１人
②　勤務期間
　令和８年２月２日（月）から２月７日（土）まで
③　勤務時間
　８時４５分から１９時１５分まで　※１０時間３０分（休憩１時間）
④　勤務場所
下関市役所勝山支所（下関市秋根南町二丁目４番３３号）
⑤　業務内容
　期日前投票所内の受付、投票用紙交付等の一連の業務（簡単なパソコン
操作あり）その他これに付帯する一切の業務
（５）期日前投票事務従事業務Ｅ
①　派遣人数　
４人（下記総合支所に各１人）
②　勤務期間
　令和８年１月３１日（土）から２月７日（土）まで
③　勤務時間
　８時１５分から２０時１５分まで　※１２時間（休憩１時間）
④　勤務場所
（ア）菊川総合支所期日前投票所（下関市菊川町大字下岡枝１４８０番地１）
（イ）豊田総合支所期日前投票所（下関市豊田町大字殿敷１９１８番地１）
（ウ）豊浦総合支所期日前投票所（下関市豊浦町大字川棚６８９５番地１）
（エ）豊北総合支所期日前投票所（下関市豊北町大字滝部３１４０番地１）
⑤　業務内容
　期日前投票所内の受付、投票用紙交付等の一連の業務（簡単なパソコン
操作あり）その他これに付帯する一切の業務
（６）期日前投票事務従事業務Ｆ
①　勤務期間
令和８年１月３１日（土）及び２月１日（日）の２日間
②　勤務時間及び派遣人数
（ア）９時４５分から１４時３０分まで　２人　※４時間４５分
（イ）９時４５分から１４時００分まで　２人　※４時間１５分
（ウ）１４時００分から１９時１５分まで　２人　※５時間１５分
（エ）１４時３０分から１９時１５分まで　２人　※４時間４５分
（オ）９時４５分から１９時１５分まで　１人　
※９時間３０分（休憩１時間）
ａ　選挙権を有する者で、勤務時間内における交代は不可とする。
なお、この１人については投票管理者職務代理者に選任する。
　　③　勤務場所
　ゆめシティ１階（下関市伊倉新町三丁目１番１号）
④　業務内容　
[bookmark: _GoBack]期日前投票所内の受付、投票用紙交付等の一連の業務（簡単なパソコン
　　操作あり）その他これに付帯する一切の業務
（７）期日前投票事務従事業務Ｇ
①　派遣人数　
１人
②　勤務時間・期間・場所
８時４５分から１６時３０分まで　※７時間４５分（休憩４５分）
　　a　令和８年１月２６日（月）　菊川総合支所管内
　  b　令和８年１月２７日（火）　豊田総合支所管内
c　令和８年１月２８日（水）　豊浦総合支所管内
　  d　令和８年１月２９日（木）　豊北総合支所管内
③　業務内容
移動期日前投票所内の受付、投票用紙交付等の一連の業務、その他こ
れに付帯する一切の業務
（８）期日前投票事務従事者事前研修
①　派遣人数　
　期日前投票事務従事業務Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇに派遣される者全員
②　勤務期間　
　令和８年１月１９日（月）
③　勤務時間　　
１８時００分から１９時３０分まで　※１時間３０分
④　勤務場所　
　市役所本庁舎西棟１階エントランスホール（下関市南部町１番１号）
⑤　業務内容　
　研修受講者を３班に分けて、投票所での作業の流れや期日前投票で使用
する機器の使用法等について研修を行う。
２　不在者投票事務等従事業務
　　①　派遣人数
　　　２人　※令和８年１月２８日（水）から２月４日（水）までの期間は３人
②　勤務期間
令和８年１月１９日（月）から２月１８日（水）まで
③　勤務時間
８時３０分から１７時００分まで　※８時間３０分（休憩１時間）
※上記期間のうち、２月９日及び１０日、土曜日及び日曜日は除く
④　勤務場所
選挙管理委員会事務局（下関市田中町５番６号）
⑤　業務内容
選挙人名簿抄本ブッキング、不在者投票事務等これらに付帯する一切の業
務、投票情報入力の一連の業務（簡単なパソコン操作あり）、その他庶務業務
⑤　備　考
　期間中の派遣者は固定メンバーとすること
３　開票事務従事業務
①　勤務期間
　令和８年２月８日（日）
②　勤務時間及び派遣人数
（ア）１８時００分から２１時００分まで　※３時間　　４人
（イ）１９時００分から２３時００分まで　※４時間　１０人
③　勤務場所
　山口県立下関武道館（下関市大字冨任字小迫１９８番地１７）
④　業務内容
　開票所設営の補助作業及び開票所における各投票所から送致された物品
の受領、指定の場所への運搬等その他これに付帯する一切の業務
４　投票用紙・書類等整理業務
（１）投票用紙計数、封入業務等
①　派遣人数
　１２人
②　勤務期間
　令和８年１月１０日（土）
③　勤務時間
　９時００分から１７時００分まで　※８時間（休憩４５分）
④　勤務場所
　選挙管理委員会事務局（下関市田中町５番６号）
⑤　業務内容
　投票用紙計数、封入等その他これに付帯する一切の業務
（２）入場整理券、残票整理業務等
①　派遣人数
　４人（固定メンバーを配置）
②　勤務期間
　令和８年２月９日（月）及び２月１０日（火）の２日間
③　勤務時間
　９時００分から１７時００分まで　※８時間（休憩４５分）
④　勤務場所
　選挙管理委員会事務局（下関市田中町５番６号）
⑤　業務内容
　入場整理券、残票等の分別整理その他これに付帯する一切の業務
４　その他
（１）人員配置については乙の指示によるものとし、現場での業務執行に当たっては、派遣労働者は市職員の指揮命令に従い、業務執行上疑義が発生した場合は市職員の判断を必ず仰ぎ、自己の判断で行動しないこと。
（２）事務従事に派遣する者について、特に定めがない限り、シフト制または固定メンバー制いずれも可とする。シフト制にする場合は、事前にシフトを作成し選挙管理委員会事務局と協議し、常時指定した人数が期日前投票所に配置されているようにすること。
（３）休憩については、市職員の指示により交代して取得すること。
（４）期日前投票事務従事業務Ａ（ウ・オ）に従事する派遣労働者については、土曜日及び日曜日を除き、昼食場所として市役所本庁舎西棟４階の食堂を利用可能とする。
（５）派遣に係る一切の交通費は、乙の負担とする。
（６）市役所駐車場の利用は可とするが、駐車料金は派遣労働者又は乙の負担とし、市役所利用による割引は行なわない。
（７）業務に当たり、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
（８）１日の１人当たり実労働時間が８時間を超過した場合は、その超過した時間に対する派遣料の単価は、午前５時から午後１０時までは２５％割増とする。
（９）午後１０時から午前５時までの派遣料の単価は２５％割増とする。
（10）この仕様書による派遣時間は契約時の見込み数であり、請求は派遣時間の実績によるものとする。
（11）派遣料は、月を単位（この場合、月とは歴月の初日から同月末までの１月間をいう。以下同じ。）として計算し、派遣料の各単価に当該月における各単価に対する時間の合計をそれぞれ乗じて得た額（１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。）を合算した額に１．１を乗じて算出した額（１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。）とする。
（12）この仕様書に記載の日程及び人員配置は見込みであることに留意し、見込みと異なる内容が定められた場合及び当該選挙と同一の選挙期日で他の選挙を行うこととなった場合は、早急に人員配置等の再調整をすること。
（13）「２　開票事務従事業務」に従事する派遣労働者は、業務に従事するに当たって、上履きを必ず持参させること。
（14）上記業務以外に、緊急に派遣依頼を行う場合がある。
（15）業務の状況によって、派遣を中止又は規模を縮小する場合がある。
（16）派遣労働者の限定
　　ア　無期雇用派遣労働者　限定しない
　　イ　６０歳以上の者　限定しない
（17）その他、疑義が生じたときは、甲と乙の協議の上、解決するものとする。
